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提  案  理  由 
 

報告第３号 令和４年度養父市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につい

て 

 

報告第４号 令和４年度養父市下水道事業会計予算繰越計算書の報告につい

て 

 

  理  由 上記２件は、令和５年度に繰り越した事業の繰越計算書を報告

するものである。 

 

議案第29号 養父市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 

 

  理  由 本件は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関

する法律（令和３年法律第37号）が、令和３年５月19日に公布さ

れ、一部が令和５年５月11日から施行されたことに伴い、所要の

改正を行うものである。 

なお、公布の日から施行し、適用日は法律の施行日に合わせ、

令和５年５月11日とするものである。 

 

議案第30号 養父市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例の制

定について 

 

  理  由 本件は、新型コロナウイルス感染症が、令和５年５月８日から

５類感染症に位置付けられたことに伴い、新型コロナウイルス感

染症に係る作業に対する特殊勤務手当を廃止するため、所要の改

正を行うものである。 

なお、施行日は、公布の日からである。 

 

議案第31号 養父市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

  理  由 本件は、地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１

号）、地方税法施行令の一部を改正する政令（令和５年政令第132

号）、地方税法施行規則等の一部を改正する省令（令和５年総務

省令第36号）等が、令和５年３月31日にそれぞれ公布されたこと

に伴い、所要の改正を行うものである。 

【主な改正内容】 

１ 森林環境税の導入に伴う徴収方法等の規定の整備（Ｒ６.１.

１施行） 

２ 扶養親族等申告書の記載事項の簡素化（Ｒ７.１.１施行） 

３ 三輪の特定小型原動機付自転車の種別割区分の見直し（Ｒ
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５.７.１施行） 

４ 自動車メーカー等の不正行為に関する再発抑止策の強化（Ｒ

６.１.１施行） 

 

議案第32号 養父市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

  理  由 本件は、新型コロナウイルス感染症が、令和５年５月８日から

５類感染症に位置付けられたことに伴い、新型コロナウイルス感

染症に感染した国民健康保険被保険者等に対する、国の傷病手当

の財政支援が終了したことにあわせて支給を終了することとし

たため、所要の改正を行うものである。 

なお、施行日は、公布の日からである。 

 

議案第33号 養父市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定

について 

 

  理  由 本件は、平成28年６月以降全戸空室となり、現在募集停止して

いる市営住宅坂ノ谷団地について、このほど解体工事の準備が整

ったことから、公営住宅としての用途廃止を行うため、条例から

当該施設を削除するものである。 

なお、施行日は、公布の日からである。 

■廃止する施設 坂ノ谷団地（養父市大屋町明延1191番地１） 

 

議案第34号 

 

養父市関宮農村交流ターミナル設置及び管理条例を廃止する条

例の制定について 

 

  理  由 本件の養父市関宮農村交流ターミナルは、平成16年の開設から

指定管理者を指定するなどし、運営を行ってきたが、令和２年度

からの指定管理者との管理期間が令和５年３月末日で終了した

ことに伴い、今後は普通財産に変更し、使用用途を広げ柔軟な施

設活用を目指すため、本条例を廃止するものである。 

なお、施行日は、令和５年７月１日からである。 

 

議案第35号 財産の無償譲渡について 

 

  理  由  本件は、養父市公共施設等総合管理計画に基づき、区の集会施

設（公民館）及び集会施設敷地については実態に合わせ、地元区

と協議の上、準備の整ったところから無償譲渡を進めており、今

回、区の集会施設として利用している幸陽区との合意形成ができ

たことから、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第

６号の規定により、当該区に無償譲渡することについて議決を求

めるものである。 
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■譲渡する財産 幸陽区公民館敷地 

■譲渡の相手方 幸陽区 

 

議案第36号 令和５年度養父市一般会計補正予算（第２号） 

 

議案第37号 令和５年度養父市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 

議案第38号 令和５年度養父市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 

議案第39号 令和５年度養父市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

  理  由  上記４件は、当面必要とする経費の補正を行うものである。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


